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【技術評価 第 0026号】 

 

技術名称：「ポリウレア樹脂を用いたコンクリート構造物の機能保持・向上技術(タ

フネスコート工法)」 

 

評価報告書 序 

 

 土木学会技術推進機構が評価を依頼された「ポリウレア樹脂を用いたコンクリート構造物の

機能保持・向上技術(タフネスコート工法)」は、コンクリート構造物の表面に専用のポリウレ

ア樹脂を吹付けることにより、コンクリート構造物に対して、剥落防止、貯水性確保、耐久性

向上および耐衝撃性向上を図る技術である。 

ポリウレア樹脂は、酸・アルカリに対する化学的抵抗性や、紫外線に対する耐候性が高い等

の特徴がある。本技術は、従来防水工法として多くの実績があるものの、十分な活用がなされ

ていなかったポリウレア樹脂の力学特性に着目し、その効果を実験等により検証したものであ

る。  

 土木学会は、本製品が土木技術の発展に寄与するものであると考え、技術評価委員会を設置

し、評価項目について評価を実施することとした。技術評価委員会において、依頼者から提出

されたタフネスコート工法によりもたらされる機能（剥落防止、貯水性確保、耐久性向上、耐

衝撃性向上）の確認および設計・施工マニュアルについて慎重に審議を行い、提出資料の妥当

性について確認した。 

技術評価委員会は、技術評価の結果を取りまとめた本書によって、ポリウレア樹脂を用いた

コンクリート構造物の機能保持・向上技術(タフネスコート工法)が適切に使用され、コンクリ

ート構造物の長寿命化や維持管理の合理化に寄与することを期待する。 
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技術評価結果 
評価証番号 第 26 号 

技術名称 ポリウレア樹脂を用いたコンクリート構造物の機能保持・向上技術

(タフネスコート工法) 
依頼者 タフネスコート技術研究会 

委員長 石田 哲也（東京大学教授） 
評価対象概要 タフネスコート工法は，コンクリート構造物の表面に専用のピュアポリウ

レア樹脂（以下，タフネスコート）を吹付けることにより，機能保持・向上
を必要とされるコンクリート構造物の要求条件に合わせて 4つの機能（効
果），すなわち剥落防止，貯水性確保，耐久性向上及び耐衝撃性向上を個別
あるいは同時に発現可能な技術である． 

ポリウレア樹脂は，酸・アルカリに対する化学的抵抗性，紫外線に対する
耐候性が高い等の特徴がある．本技術は従来防水工法として多くの実績があ
るものの，十分に検証されていなかったポリウレア樹脂の力学特性に着目し，
その効果を試験及び解析により検証した． 
また，施工法としては専用の吹付装置を用いた吹付工法を採用している．

タフネスコートの塗布時には，速乾性で施工面でのダレがないこと，早期に
強度が発現すること，新設・既設を問わず施工が可能であること等の特徴を
有している． 

 
評価結果  

技術評価委員会は，評価を依頼された「ポリウレア樹脂を用いたコンクリ
ート構造物の機能保持・向上技術(タフネスコート工法)」に関する評価項目
について，厳正かつ慎重に審議して，評価をした． 
 
1.タフネスコート工法の 4つの機能 
 本工法について，下記に示す項目について実験結果に基づいた適正な内

容であることを確認した． 
剥落防止・・・押抜き耐荷力，圧さ時の剥落防止 
貯水性確保・・・ひび割れ追従性，水圧に対する抵抗性 
耐久性向上・・・塩化物イオン遮断性，凍結融解抵抗性，中性化阻止性，

耐酸性（硫酸），耐アルカリ性（水酸化カルシウム） 
耐衝撃性向上・・・衝撃力に対する飛散防止，衝撃力に対する抵抗性向上 
 
2.設計・施工マニュアル 
 本マニュアルはタフネスコート工法を設計・施工する際に用いられる．

本マニュアルの設計・施工手法は，実験結果及び試験施工に基づいた適正な
内容であることを確認した． 
 
3.本技術を適用する場合の留意事項 
 (1)既に劣化したコンクリート構造物への適用に関して 
 タフネスコート工法は構造物の表面にタフネスコートを吹き付けること

で機能保持・向上を図る技術である．よって，コンクリート内部における塩
化物イオン等の劣化因子により，すでに鋼材腐食に起因するひび割れや浮
き・はく離等の劣化が確認された場合，あるいは劣化が予想される場合には，
タフネスコート工法の施工前に，別途，対応策を検討する必要がある．対応
策の例としては，電気防食工法，脱塩工法等が実用化されている．また，地
下構造物のように背面から漏水がある場合には，別途，適切な止水工法，導
水工法等を検討する必要がある． 

(2)設計・施工マニュアル以外の基準の適用に関して 
 「タフネスコート工法 設計・施工マニュアル」に準じることにより，

規定されるタフネスコートの性能を確保し，確実に設計及び施工を行うこと
が可能であるが，其々の適用現場において本指針に示されていない事項が発
生した場合には，要求性能に応じて既往の設計・施工指針等に照らし合わせ
て，それらに示された規定に準拠する必要がある． 

 
 



- 3 - 



- 4 - 

 


